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●地方公営企業法
（経営の基本原則）
第三条 地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の
福祉を増進するよう運営されなければならない。

（経費負担の原則）
第十七条の二第２項 地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方
公共団体の一般会計又は他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営
に伴う収入をもつて充てなければならない。

●地方財政法
（公営企業の経営）
第六条（一部抜粋） 公営企業で政令で定めるものについては、その経費は、その性質上当該公営

企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な
経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認めら
れる経費を除き、当該企業の経営に伴う収入をもつてこれに充てなければならない。
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会計の仕組み

営業収益（主に料金収入）

営業費用

企業債

建設改良費

営業外収益等

営業外費用等

純利益

その他

企業債償還金等

損益勘定
留保資金

利益
剰余金

補填財源から充当

消費税及び
地方消費税
資本的収支
調整額

補填財源

収
益
的

収
入

収
益
的

支
出

資
本
的

収
入

資
本
的

支
出

積立金

うち減価償却費、資産減耗費等
（自己資金）

利益減少
赤字補填の
ため企業債
増加

将来の企業債
償還金増加

資本的収支
赤字の拡大

企業債増加
いずれ経営
破綻

一般会計から
税を繰出

一般会計の
経営悪化

収支のバランスが崩れると…
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赤字分



営業収益22.0億円

営業費用22.6億円

企業債
3.3億円

建設改良費7.6億円

営業外収益等
4.3億円

1.4
億円

純利益

うち減価償却費、資産減耗費等
（自己資金）7.5億円

0.4
億円

企業債償還金等
5.6億円

損益勘定
留保資金

利益
剰余金

補填財源から充当

消費税及び
地方消費税
資本的収支
調整額

補填財源

収
益
的

収
入

収
益
的

支
出

資
本
的

収
入

資
本
的

支
出

水道事業会計R3決算見込み

△8.3億円 △0.6億円9.5億円

2.3億円

R3年度末残高 16.3億円

積立金

△0.6億円

営業外費用等

その他

3※ 端数調整によって収支が合わない場合があります。



営業収益26.5億円

営業費用39.9億円

企業債
6.1億円

建設改良費
8.2億円

営業外収益等23.8億円

4.7億円

純利益

うち減価償却費、資産減耗費等
（自己資金）14.4億円

1.6
億円

企業債償還金等21.0億円

損益勘定
留保資金

利益
剰余金補填財源から充当

消費税及び
地方消費税
資本的収支
調整額

補填財源

収
益
的

収
入

収
益
的

支
出

資
本
的

収
入

資
本
的

支
出

公共下水道事業会計 R3決算見込み

△14.4億円 △0.6億円21.6億円

5.6億円

R3年度末残高 10.8億円

積立金

△6.6億円

※資本費繰入収益分を除く

営業外費用等

その他

※ 端数調整によって収支が合わない場合があります。 4


